
　　　　　　　　　　　　　調布市印鑑条例の一部を改正する条例（案）について

　　スマートフォンを利用して全国のコンビニエンスストア等で
　印鑑登録証明書の交付を受けられるよう改めるものです。

【改正理由】

１ 現状

●現状の印鑑登録証明書の申請方法

マイナンバーカードを持参して，コンビニ等に設置さ

れた「キオスク端末」を操作して申請及び取得する。

２ 改正後

資料

３ 条例内の用語

（２）印鑑登録証明書を申請及び取得する方法

・個人番号カード マイナンバーカード

・多機能端末機 全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末（マルチコピー機）

・利用者証明用電子証明書 マイナンバーカードのICチップ内に登録されている電子証明書

・移動端末設備 スマートフォン ※電子証明書の搭載は，当面はAndroid（アンドロイド）

端末に限定される予定

（３）サービス開始日

令和５年５月１１日（予定）

各コンビニに設置されているキオスク端末

●現状の申請方法（左記）に加え，以下の内容を追加するものです

（１）「マイナンバーカード」をスマートフォンに搭載する
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